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１ 加算等に関する新しい情報（報酬に関する関係通知やＱ＆Ａ等）は、監査指導課の
ホームページに順次掲載しますので、必ずご確認ください。

※ホームページのＵＲＬについては、説明会資料の末尾を参照してください。

※ 加算届の締切日については、本資料「１１．加算届の届出に関すること」で紹介します。

２ 兵庫県事業者説明会の資料と重複する内容については説明を省略する場合があります
ので、下のホームページから資料をダウンロードし、必ず内容をご確認ください。

【兵庫県ホームページ】 https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf08/hw05_000000187.html

３ 同じく、「障害保健福祉関係主管課長会議資料」についても、内容をご確認ください。

【厚生労働省ホームページ】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaigi_shiryou/index.html

はじめに（説明にあたって）
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事業所の運営に係る指導について
（実地指導の結果等）



集団
指導

対象 指定を受けている全事業者

目的
① 関係法令・制度の趣旨や目的の周知及び理解の促進
② 算定要件等の周知による過誤・不正請求の防止 など

ホーム
ページ

［障害福祉サービス事業］［障害児通所支援事業］集団指導について
ＵＲＬ https://www.city.himeji.lg.jp/sangyo/0000002691.html

実地
指導

対象
① 一般指導 全事業者のなかから計画的に実施
② 随時指導 その他、一般指導が必要と認められる障害福祉サービス事業者等

を対象に実施

目的

事業所の所在地等において関係書類の閲覧及びヒアリングを実施することで、「サー
ビスの質の確保と向上」、「利用者の尊厳保持や人権擁護」及び「適正な報酬請求
等」が図られるようにする。
①運営指導、②報酬請求指導の観点から関係法令及び指定基準、報酬基準等に照らし、
適正運営がなされているかを確認し、適切でない場合は指導する。

ホーム
ページ

［障害福祉サービス事業］［障害児通所支援事業］実地指導について ☜更新有。要チェック
ＵＲＬ https://www.city.himeji.lg.jp/sangyo/0000008533.html

１．姫路市が実施する指導とその実績
（１）集団指導と実地指導
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過去の集団指導資料の確認は姫路市ホームページ
「障害福祉サービス事業者等に対する事業者説明会（集団指導）」を参照

ＵＲＬ https:/www.city.himeji.lg.jp/sangyo/0000002691.html

１．姫路市が実施する指導とその実績
（２）令和５年度の集団指導の実績① 概要
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令和５年度の集団指導の実績

集団指導名 令和５年事業者説明会（障害福祉課主催） 令和５年度集団指導（監査指導課主催）

実施時期
令和５年３月２９日（水）から

令和５年４月２８日（金）まで
令和５年９月２６日（火）から

令和５年１１月３０日（木）まで

対象
姫路市の指定を受けている全事業所、姫路
市と隣接市町で姫路市の支給決定障害児者
にサービスを提供する事業所

令和５年９月１日時点、姫路市の指定を受
けている全事業者

受講方法 ウェブによる動画視聴・資料閲覧形式（YouTube 動画とPDF ファイル）

実施時期 目的

3月（事業者説明会） 制度改正、事業所の運営に係る指導等

随時 事業所の運営に係る指導

令和６年度以降集団指導の方向性

https://www.city.himeji.lg.jp/sangyo/0000002691.html


１．姫路市が実施する指導とその実績
（２）令和５年度の集団指導の実績② 概要
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内訳 集団指導対象事業所数 受講報告数 受講率

障害者向けサービス事業所 ３３６ ３１１ ９２．６％

障害児向けサービス事業所 １１１ １０４ ９３．７％

地域生活支援事業所 ６４ ４１ ６４．１％

合計 ５１１ ４５６ ８９．２％

令和５年度集団指導（9月実施分）受講報告について

・期限内に受講報告の提出がなかった事業所へ、再度研修受講と報告書の提出依頼を求めましたが、それ
でもなお、報告を怠っている事業所が存在します。

・事業者説明会をご覧の事業所のうち、該当の事業所においては、過去の集団指導資料を必ず閲覧し、適
正運営に努めてください。

・期限内に受講できなかった理由として多かったものが「メールを見落としていた」、「忘れていた」、
「期限を把握していなかった」等でした。

・受講報告書未提出の事業所は令和６年度以降の実地指導対象事業所とします。

受講報告書未提出事業所への対応について



ｙｏｕｔｕｂｅで開催を希望する声が多いため、
監査指導課としては今後もｙｏｕｔｕｂｅでの開
催を基本とします。

１．姫路市が実施する指導とその実績
（２）令和５年度の集団指導の実績③ 受講報告について
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新型コロナの終息後も

youtubeで開催してほ

しい, 92.9%

新型コロナ終息

後は、実際に会

場での開催に戻

してほしい, 

4.6%

その他, 2.5%

youtubeでの集団指導の開催について
その他ご意見、ご要望について 抜粋

・サービス種別ごとの指導内容や説明を盛り込んで欲
しい。

→サービス種別ごとが望ましいですが、通所系、居宅
系、児童系等のカテゴリーに分けて集団指導を行う、
又は資料を作成する等の対応を今後実施できるよう検
討します。

・受講報告について、事業所ごとに提出する意味が分
からない。

→管理者の兼務状況等考慮する点はありますが、事業
所ごとに指定を受けており、本市としては指導内容を
各事業所に周知できているかを確認する観点から報告
は事業所ごとに提出していただきたいと思います。



令和5年度末までに対応が義務化されている「業務継続」をはじめ、「非常災害対策」や「感
染症対策」、「ワムネットの更新」に関しては未対応の事業所が多く見受けられました。

１．姫路市が実施する指導とその実績
（２）令和５年度の集団指導の実績③ 受講報告について②
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業務継続に向けた取組

みの実施, 29.6%

感染症対策, 

13.1%

ワムネットの更

新, 13.1%

ケース会議

録, 5.4%

身体拘束の適

正化, 4.2%

虐待防止体制

の強化, 3.4%

その他, 

16.3%

集団指導内容における事業所未対応項目

複数回答可

一部対応ができていない

が、ほとんど対応できてい

る。, 69.3%

全ての内容が対

応できてい

る。, 29.2%

一部対応ができているが、

ほとんどできていない。, 

1.5%

全く対応できてい

ない。, 0.0%

集団指導内容に関する事業所の対応状況

非常災害対策,14.9%



令和５年度においては、指摘数に占める過誤調整による給付費の返還を求める事例の割合は増
加しています。

２．姫路市実地指導における実績
（１）令和５年度及び過去の実地指導の実績
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令和５年度 令和４年度

実地指導
件数

指摘数 過誤調整等
実地指導
件数

指摘数 過誤調整等

70 217
（3.1）

47
【21.7％】

71 291
（4.1）

40
【13.7%】

事業所単位での集計
（ ）内は、概算による実地指導１件あたりの平均指摘数
【 】内は、指摘数に占める過誤調整等（給付費の返還、指摘日以降の減算の該当）の割合
※ 令和５年度の件数は令和５年５月から令和５年１２月までの実績
※ 令和４年度の件数は令和４年６月から令和５年３月までの実績
※ 指摘数とは改善報告を求めた指摘（文書指摘）数



２．姫路市実地指導における実績
（２）令和５年度実地指導の実施状況について
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サービス種別
実施事業数

５年度 ４年度

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業

居宅介護 ０ ２

重度訪問介護 ０ ２

行動援護 ０ ２

重度障害者等包括支援 ０ ０

同行援護 １ １

療養介護 ０ １

生活介護 ３ １２

短期入所 ６ ５

共同生活援助 ８ ５

宿泊型自立訓練 １ ０

自立生活援助 ０ ０

自立訓練（機能訓練） ０ ０

自立訓練（生活訓練） １ １

就労移行支援 １ ５

就労継続支援Ａ型 ３ ５

就労継続支援Ｂ型 ６ １９

就労定着支援 １ １

令和５年度に関しては、令和５年１２月末時点の実績

サービス種別
実施事業数

５年度 ４年度

障
害
者

支
援
施
設

施設入所 ３ ２

生活介護 ３ ２

就労継続支援B型 ０ ０

相
談
支
援
事
業

計画相談支援 ８ ３

地域移行支援 ５ １

地域定着支援 ５ １

障害児相談支援 ５ １

障
害
児
通
所

支
援
事
業

児童発達支援 ８ ８

医療型児童発達支援 ０ ０

放課後等デイサービス １９ １３

居宅訪問型児童発達支援 ０ ２

保育所等訪問支援 ５ ２

地域生活支援事業 ７ ３

合計 ９９ ９９



個別支援計画未作成減算

25.5%

人員欠如（従業者の

員数）, 23.4%

身体拘束廃止未実施

減算, 21.3%

家庭連携加算

6.4%

児童指導員等

加配加算

6.4％

施設外就労に係る定員

超過

2.1%

個別サポート加算Ⅱ, 

2.1%

関係機関連携加算, 

2.1%

欠席時対応加算

2.1%

事業所内相談支援加算

2.1%

福祉専門職員等配置加算

2.1％

サービス管理責任者欠如減算

2.1%
サービスの提供の

記録

2.1%

２．姫路市実地指導における実績
（３）令和５年度の過誤調整・減額請求指導事例 概要
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令和５年度実地指導における
過誤調整事例の割合

・令和５年５月下旬から１２月末ま
での実地指導において過誤調整が発
生した事例や過誤調整の恐れがある
と判断し、事業所に対して自己点検
を依頼し、該当する場合に返還を求
めた事例の件数ごとの割合を表示し
ています。

・ほとんどのサービスに共通する個
別支援計画未作成減算、人員欠如が
約半数を占めています。
・次いで身体拘束廃止未実施減算に
おいて必要な対応がなされていない
事例が見受けられ、各種加算の算定
要件を満たさない状況も見受けられ
ました。

注意
割合の数値は端数処理の観点から合計値
が100％になりません。



当該減算に該当する事業所が多発していることから、スライドP3５の「６．個別支援計画管理表
の運用について」をご覧いただき、各事業所の運用状況の確認をしてください。

過誤調整等の区分 事例
指摘を行った
サービス種別

個別支援計画未作成減算

初回の個別支援計画作成前にサービス提供をしているも
のがあった。 就労継続支援B型、

児童発達支援、放
課後等デイサービ
ス、保育所等訪問
支援

個別支援計画について、見直し期間が６か月を経過して
いるものがあった。

サービス管理責任者以外の者が作成した個別支援計画が
散見された。

２．姫路市実地指導における実績
（３）令和５年度の過誤調整・減額請求指導事例 詳細①
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個別支援計画未作成減算該当事業所状況

年度 件数 実地指導件数に対する発生比率 期間

令和５年度 １２件 17.1％ 令和５年５月から令和５年１２月までの実績

令和４年度 １８件 25.4％ 令和４年６月から令和５年３月までの実績



過誤調整等の区分 事例
指摘を行った
サービス種別

人員欠如（従業者の員数）

従業者の員数が利用者（前年度平均利用者数）の数を７．
５で除して得た数以上配置できておらず、就労継続支援
Ｂ型サービス費（Ⅰ）の要件を満たしていなかった。

就労継続支援B型

勤務実績表において、生活支援員を配置していることが
確認できなかった。New

共同生活援助

２．姫路市実地指導における実績
（３）令和５年度の過誤調整・減額請求指導事例 詳細②
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過誤調整等の区分 事例
指摘を行った
サービス種別

人員欠如（従業者の員数）

単位ごとに必要な数の児童指導員又は保育士を配置でき
ていなかった。

児童発達支援、放
課後等デイサービ
ス

児童指導員が出勤していない日において、児童指導員又
は保育士の資格を有さない従業者を配置しており、必要
な数の児童指導員又は保育士を配置できていなかった。

保管する資格証で児童指導員としての資格要件に合致し
ているかを確認できない者がいた。

児童指導員又は保育士をサービス提供時間を通じて、２
名以上配置すべきであったが、１名しか配置されていな
い日または時間帯があった。

定員を超過して利用者を受け入れた日において、必要な
数の児童指導員又は保育士を配置できていなかった。

（重症心身障害児を対象とする事業所にて）「看護職
員」として従事する者を配置せずに障害児の支援を行っ
ていた。New

２．姫路市実地指導における実績
（３）令和５年度の過誤調整・減額請求指導事例 詳細③
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令和６年障害者総合支援法、児童福祉法関係 事業者説明会（報酬改定関係）における身体拘束廃
止未実施減算に関する事項、スライドP23の実地指導における主な指摘事項②身体拘束等の禁止を
ご覧いただき、各事業所の体制構築の徹底をお願いします。

過誤調整等の区分 事例
指摘を行った
サービス種別

身体拘束廃止未実施減算

身体拘束等の適正化のための指針を作成していなかった。
生活介護、就労継
続支援A型、児童発
達支援、放課後等
デイサービス、保
育所等訪問支援、
自立訓練（生活訓
練）、共同生活援
助

身体拘束等の適正化のための研修を実施していなかった。

身体拘束適正化検討委員会を設置、開催していなかった。

２．姫路市実地指導における実績
（３）令和５年度の過誤調整・減額請求指導事例 詳細④
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施設・居住系サービスについて、身体拘束廃止未実施減算の減算額を５単位から所定単位数の10％に引き上
げ。訪問・通所系サービスについて、減算額を５単位から所定単位数の１％に見直す。

令和６年度報酬改定における身体拘束廃止未実施減算の見直し



過誤調整等の区分 事例
指摘を行った
サービス種別

家庭連携加算
家庭連携加算について、居宅を訪問しておらず、面談時
の記録も作成されていなかった。

放課後等デイサー
ビス

児童指導員等加配加算

保育士１名を加配して児童指導員等加配加算を専門職員
の区分で算定しているが、保育士が基準人員にあたる日
があるため、加配の常勤換算数が不足していた。

放課後等デイサー
ビス

基準人員が欠如しているため、加算要件を満たさない状
態であった。New

児童発達支援

児童指導員等加配加算について、児童指導員及び保育士
で要件を満たすため「児童指導員等」の区分で加算の算
定をすべきところ、保育士の区分で算定し請求していた。

児童発達支援

施設外就労に係る定員超過
事業所の利用定員を超える人数について施設外就労を
行っていた。

就労継続支援A型

２．姫路市実地指導における実績
（３）令和５年度の過誤調整・減額請求指導事例 詳細⑤

17



過誤調整等の区分 事例
指摘を行った
サービス種別

個別サポート加算Ⅱ 算定要件を満たさない者を誤って請求していた。
放課後等デイサー
ビス

関係機関連携加算
関係機関連携加算Ⅰについて、相談支援事業所が開催し
た会議への参加により算定していたものがあった。New

放課後等デイサー
ビス

欠席時対応加算
欠席時対応加算について、欠席の連絡を受けた記録がな
いものがあった。New

放課後等デイサー
ビス

事業所内相談支援加算
個別支援計画作成後のモニタリングに対して、事業所内
相談支援加算を算定していた。また、事業所内相談支援
加算について、個別支援計画に記載がなかった。

放課後等デイサー
ビス

福祉専門職員等配置加算
福祉専門職員配置等加算Ⅲについて、常勤職員７５％以
上の要件での算定を届け出ているが、要件を満たしてい
なかった。

放課後等デイサー
ビス

２．姫路市実地指導における実績
（３）令和５年度の過誤調整・減額請求指導事例 詳細⑥

18



２．姫路市実地指導における実績
（３）令和５年度の過誤調整・減額請求指導事例 詳細⑦

19

過誤調整等の区分 事例
指摘を行った
サービス種別

サービス管理責任者欠如減
算

前サービス管理責任者が退職し、現サービス管理責任者
が配置されるまでの間、サービス管理責任者を配置して
おらず、サービス管理責任者が不在となった旨の届出を
提出していなかった。

就労継続支援B型

サービスの提供の記録
サービスの提供の記録がないにも関わらず、報酬算定さ
れているものがあった。

就労継続支援B型
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実地指導における文書指摘事項の割合

個別支援計画, 

27.9%

身体拘束等の禁止, 

16.4%

サービス提供記録, 

15.0%

従業者の員数, 

10.7%

変更の届出等, 

7.9%

虐待防止, 7.1%

内容及び手続の説

明及び同意, 4.3%

勤務体制の確保, 

2.9%

その他, 7.9%

・令和5年5月下旬から１２月末までの実地
指導における「速やかに改善を図るべき事
項」となった項目の内、多くのサービスに
共通する内容を抜粋しております。

・個別支援計画、身体拘束等の禁止、サー
ビス提供記録、従業者の員数、変更の届出
等、虐待防止において誤った運営が多く見
られます。
・昨年度から比較し、従業者の員数（人員
基準に関する内容）への指摘が増加してい
るほか、昨年度同様、個別支援計画等の利
用者へのサービス提供の一連の流れや身体
拘束の適正化において誤った運営が多く見
られました。

２．姫路市実地指導における実績
（４）令和５年度実地指導指摘事項の構成比率

令和4年度実地指導指摘事項については姫路市ホームページに掲載
URL https://www.city.himeji.lg.jp/sangyo/0000002691.html

https://www.city.himeji.lg.jp/sangyo/0000002691.html


３．実地指導における主な指摘事項
指摘頻度の高い事項の内容①

21

①個別支援計画の作成（書類の交付）

・個別支援計画について、利用者に対する説明は行っていたが、交付していなかった。

・個別支援計画作成に係るケース会議録が作成されていなかった。

・個別支援計画作成に係るケース会議録が保管されていないものがあった。

・個別支援計画の担当者会議議事録に、議事録を作成した児童発達支援管理責任者以外の者

を個別支援計画案作成者として記載していた。

・個別支援計画作成に当たって、アセスメントの記録がないものがあった。

・個別支援計画の実施状況を把握するモニタリング前に、ケース会議を開催していた。

・個別支援計画に「食事提供あり」とのみ記載されており、食事提供体制加算の適用有無に

ついて、記載がされていなかった。

詳しくは姫路市ホームページ「令和４年集団指導（個別支援計画について）」を参照
URL https://www.city.himeji.lg.jp/sangyo/0000002691.html

https://www.city.himeji.lg.jp/sangyo/0000002691.html


詳しくは姫路市ホームページ「令和４年集団指導（個別支援計画について）」を参照
URL https://www.city.himeji.lg.jp/sangyo/0000002691.html

３．実地指導における主な指摘事項
指摘頻度の高い事項の内容②

22

①個別支援計画の作成（書類の交付）

・個別支援計画について、計画期間を１２か月として作成していた。また、７か月目に計画

の見直しの検討を行っていたが、その検討結果が明記されていなかった。New

・個別支援計画のモニタリングについて、個別支援計画の実施状況の記載が不十分であった。New

・保護者とのアセスメントを個別支援計画作成に係るケース会議録としていた。New

・個別支援計画の実施状況の把握（モニタリング）の記録がなかった。New

・個別支援計画の６月に１回以上の見直しの結果、変更不要と判断した個別支援計画ついて、

個別支援計画に係る一連の業務を行っていなかった。New

・個別支援計画の利用者の同意について、同意日の記載が漏れていた。New

https://www.city.himeji.lg.jp/sangyo/0000002691.html


②身体拘束等の禁止 ※スライドP１６の身体拘束廃止未実施減算も要確認

・委員会の内容について周知した記録を作成していなかった。

・身体拘束適正化検討委員会について、法人の役員会が兼ねることが明記されていなかった。

・身体拘束適正化研修を虐待防止研修と兼ねて開催していたが、身体拘束適正化研修である

旨の記載がなかった。

・身体拘束を行う者の個別支援計画について、身体拘束に関する記載がされていなかった。

・身体拘束等を行った際の記録について、サービス提供記録に記載された内容が不十分だっ

た。New ※日々のサービス提供記録とは別に身体拘束等の記録を残す必要がある。

身体拘束等の禁止は令和４年度、５年度を通じて指摘を受ける事業所
が多かったことから、自己点検表を作成。次スライドを確認

３．実地指導における主な指摘事項
指摘頻度の高い事項の内容③－１

23



詳しくは姫路市ホームページ「身体拘束等の適正化 自己点検表」を参照
URL https://www.city.himeji.lg.jp/sangyo/0000002691.html

身体拘束等の適正化自己点検表の活用

＜使用方法＞義務化内容に対する事業所の対応状況を確認し、
回答欄に「はい」・「いいえ」により回答。記載状況に応じた
根拠書類の整備・保管を行う。

注意！回答で「いいえ」がある場合、身体拘束廃止未実施減算
の対象になる場合があります。

事業者説明会の受講報告で点検の実施状況を報告いただきます
ので全事業所（計画相談支援、障害児相談支援、地域相談支
援、自立生活援助、就労定着支援を除く全サービス）確認して
ください。

令和６年度以降の実地指導において事前提出資料として提出を
求めます。実地指導現場で点検結果と対応状況が異なる場合は
厳正に対処しますのでご注意ください。

３．実地指導における主な指摘事項
指摘頻度の高い事項の内容③－２

24

身体拘束等の適正化　自己点検表 未完了
事業所名：

点 検 日：

回　答

・

※

緊急やむを得ない場合に身体拘束等を行う場合、態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊
急やむを得ない理由を記録している
利用者または他の利用者の生命または身体を保護するため緊急をやむを得ない場合を除き、身体拘束等
を行ってはならない

・
身体拘束等を行うことはないが、緊急やむを得ない場合に身体拘束等を行う場合に備えて、態様及び時
間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するための様式等を整備している

・
※

身体拘束適正化委員会を設置している
事業所の規模に応じて、事業所単位でなく、法人単位での委員会設置及び虐待防止委員会と一体的に設
置・運営も可能である

・ 身体拘束適正化委員会を定期的（最低年 1 回以上）に開催している

・ 身体拘束適正化委員会の構成員の責務及び役割分担が明確である

・ 身体拘束適正化委員会の構成員は事業所に従事する幅広い職種により構成している

・ 身体拘束適正化委員会には、第三者や専門家（医師（精神科専門医等）、看護職員等）を活用するよう
努めている

・ 身体拘束適正化委員会では、身体拘束等についての報告するための様式を整備している

・

※

※

身体拘束適正化委員会では、職員より報告された事例を集計・分析し、当該事例の適正性と適正化策を
検討している
職員は、身体拘束の発生ごとにその状況、背景等を記録するとともに、様式に従い、身体拘束等につい
て報告する
事例の分析にあたっては、身体拘束等の発生原因、結果等を取りまとめる

・ 身体拘束適正化委員会で報告された事例及び分析結果を職員に周知徹底している

・ 身体拘束適正化委員会では、適正化策を講じた後に、その効果について検証している

・
※

身体拘束等の適正化の研修を定期的に（年１回以上）実施している
「年１回」とは直近１年であるため、前回研修から１年を経過するまでに次の研修を実施する

・ 新規採用時には、必ず身体拘束等の適正化の研修を実施している

・
※

研修の実施内容の記録を行っている
研修に参加できなかった職員がいる場合、その職員に研修内容を周知したことがわかる記録を残す

・ 身体拘束等の適正化のための指針が整備されている

・ 指針には以下を盛り込んでいる
　ア 事業所における身体拘束等の適正化に関する基本的な考え方
　イ 身体拘束適正化委員会その他事業所内の組織に関する事項
　ウ 身体拘束等の適正化の研修に関する基本方針
　エ 事業所内で発生した身体拘束等の報告方法等の方策に関する基本方針
　オ 身体拘束等発生時の対応に関する基本方針
　カ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
　キ その他身体拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針

※

内　容

回答で「いいえ」がある場合、身体拘束廃止未実施減算の対象になる場合があります
速やかに改善してください。

②　身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（以下、身体拘束適正化委員会という）
　　の定期的な開催・検討結果の周知徹底

①　身体拘束等を行う場合の必要事項の記録

③　職員への研修の実施

④　身体拘束等の適正化のための指針の整備

https://www.city.himeji.lg.jp/sangyo/0000002691.html


３．実地指導における主な指摘事項
指摘頻度の高い事項の内容④

③サービス提供記録

・サービス提供の記録について、利用者の確認を受けていなかった。

・サービス提供の記録について、利用者の確認の署名や押印がなかった。

・サービス提供の記録が作成されていなかった。

・サービスの提供の記録について、提供したサービスの具体的な内容がないものがあった。

・サービスの提供の記録がないにも関わらず、報酬算定されているものがあった。

・サービス提供の記録について、記録がないものや、内容に具体性がないものがあった。ま

た、利用者の確認が月１回のみであった。New

25



変更届出事項一覧は姫路市ホームページ「障害福祉サービス等の指定申請書・届出書等の様式集」を参照
URL https://www.city.himeji.lg.jp/sangyo/0000023784.html

３．実地指導における主な指摘事項
指摘頻度の高い事項の内容⑤

④従業者の員数 ※スライドP１４の人員欠如（従業者の員数）も要確認

・基準人員にあたる日がある従業者の職種を障害福祉サービス経験者と記載していた。

（障害児通所）

・管理者について、常勤職員に必要な時間数配置していなかった。（共同生活援助）

⑤変更の届出等

・協力医療機関を変更していたが、変更届の提出を怠っていた。

・運営規程を変更していたが、変更届の提出を怠っていた。

・平面図の変更を届け出ていなかった。New

・退職していた届出事項のある職種の職員について、変更届の提出がなかった。New

26

https://www.city.himeji.lg.jp/sangyo/0000023784.html


３．実地指導における主な指摘事項
指摘頻度の高い事項の内容⑥

⑥虐待防止

・虐待防止委員会を設置していなかった。

・虐待防止委員会を開催していない。

・委員会の内容について周知した記録を作成していな

かった。

・虐待防止委員会の開催や研修を実施したことの記

録を作成していなかった。

・虐待防止のための措置について、マニュアルを整

備していなかった。New

27

基準を満たしていない場合に、所定単位数の１％を減算

令和６年度の報酬改定にて虐待防止措置未実施減算が創設

虐待防止措置　自己点検表 未完了
事業所名：

点 検 日：

回　答

・ 虐待防止委員会を設置している（事業所の規模に応じて、事業所単位でなく、法人単位での委員会設置も
可能）

・ 虐待防止委員会は定期的（最低年１回以上）に開催している

・ 虐待防止委員会の構成員の責務及び役割分担が明確である

・ 虐待防止委員会の構成員には、利用者やその家族、専門的な知見のある外部の第三者等が含まれるよう努
めている

・
※

虐待防止委員会での検討結果を周知徹底している
具体的には、以下の対応を想定
　ア 虐待（不適切な対応事例も含む）が発生した場合、当該事案について報告するための様式を整備
　イ 職員は、虐待の発生ごとにその状況、背景等を記録するとともに、アの様式に従い、虐待を報告
　　する
　ウ 虐待防止委員会において、イにより報告された事例を集計し、分析する
　エ 事例の分析に当たっては、虐待の発生時の状況等を分析し、虐待の発生原因、結果等をとりまと
　　 め、当該事例の再発防止策を検討する
　オ 労働環境・条件について確認するための様式を整備するとともに、当該様式に従い作成された内
　　 容を集計、報告し、分析する
　カ 報告された事例及び分析結果を職員に周知徹底する
　キ 再発防止策を講じた後に、その結果を検証する

・ 虐待防止責任者（必置）を決め、配置している

・
※

虐待防止のための研修を定期的（年１回以上）に実施している
施設内で行う職員研修及び協議会又は基幹相談支援センター等が実施する研修に参加した場合でも差し支
えない

・ 新規採用時には、必ず虐待防止のための研修を実施している

・
※

研修の実施内容の記録を行っている
研修に参加できなかった職員がいる場合、その職員に研修内容を周知したことがわかる記録を残す

・ 以下の項目を盛り込んだ、虐待防止のための指針の作成に努めている
　ア 事業所における虐待防止に関する基本的な考え方
　イ 虐待防止委員会その他施設内の組織に関する事項
　ウ 虐待防止のための職員研修に関する基本方針
　エ 施設内で発生した虐待の報告方法等の方策に関する基本方針
　オ 虐待発生時の対応に関する基本方針
　カ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
　キ その他虐待防止の適正化の推進のために必要な基本方針

※

内　容

①～③の回答で「いいえ」がある場合、虐待防止措置未実施減算の対象になることがあります
速やかに改善してください

①　虐待防止委員会の設置・検討結果の周知徹底

②　虐待防止担当者を配置

③　職員への研修の実施

④　虐待防止のための指針の整備（参考）

虐待防止措置自己点検表の活用

活用方法等は身体拘束等の適正化自己
点検表スライドP２４と同様



３．実地指導における主な指摘事項
指摘頻度の高い事項の内容⑦

⑦内容及び手続の説明及び同意

・日常生活に要する費用を徴収しているにもかかわらず、重要事項説明書に記載がなかった。

・契約書を保管していなかった。New

・契約前に初回のサービス提供をしているものがあった。New

⑧勤務体制の確保

・従業者の１時間程度の早退を有給休暇として扱っていなかった。そのため、勤務実績に

おいて、全ての常勤職員が早退したことにより、常勤の要件を満たす職員がいなかった。

・一部の職員について、外部委託先との業務委託契約によって業務に従事させてい

た。New

・従業者の雇用契約書では、就業場所が他の事業所になっている事例が複数あり、従業者が、

当該事業所での業務に従事することが確認できなかった。New
28



３．実地指導における主な指摘事項
指摘頻度の高い事項の内容⑧

⑨定員の遵守

・定員を超えて利用者を受け入れている日があった。

⑩非常災害対策

・避難訓練について、訓練が実施されておらず、実施状況がわかる記録等もなかった。

⑪苦情解決

・苦情解決のための措置について、対応マニュアルが整備されていない等、必要な措置が講じ

られていなかった。

・利用者からの苦情について、苦情の内容を記録していなかった。New

⑫秘密保持等

・個人情報の利用に係る同意書について、障害福祉サービス事業者等への個人情報の提供に係

る利用者（保護者）の同意を得ていなかった。 29



⑬運営規程

・運営規程において、身体拘束の禁止について定めていなかった。また、身体拘束等の適正化の

ための委員会を虐待防止委員会と一体的に設置・運営しているにも関わらず、運営規程にその

旨が記載されていなかった。

⑭提供拒否の禁止

・サービスの提供について、正当な理由なく、利用申込者の特性を理由に契約を断っているもの

があった。New

⑮管理者

・管理者について、主に法人本部において勤務しており、実質的に事業所において管理業務に

従事していなかった。

３．実地指導における主な指摘事項
指摘頻度の高い事項の内容⑨

30



取消処分の事由としては、不正請求が最も多く全体の約3割を占めます。
姫路市においては不正請求をはじめ、虚偽申請、虐待案件については、特に厳正に対処しま
す。

４．行政処分実績
（１）全国の取消等処分の推移、処分事由の統計

31
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出典：厚生労働省：障害保健福祉関係主管課長会議資料 令和5年3月

（注意）複数の指定取消事由が該当する事業所があるため、
指定取消件数と各指定取消事由の合計は一致しない。



５．兵庫県下行政処分実績について
（１）障害福祉サービス事業①

サービス
種別

処分
内容

処分
行政庁

処分理由（理由の内、一部を抜粋）

就労継続支援
B型 New

指定
取消

兵庫県

・人員基準違反
・運営基準違反
・不正請求
・虐待報告
・不正の手段に
よる指定

・サービス管理責任者欠如減算、サービス提供職員欠如減算、個別支援
計画未作成減算を行わず、不正にサービス費を請求し、受領していた。
・サービス管理責任者が常勤専従として勤務していないにも関わらず、
常勤専従で勤務している旨の虚偽の書類を作成し報告を行った。
・サービス管理責任者について、常勤専従勤務をしないとわかりつつ、
常勤専従で配置する旨の虚偽の申請を行い、指定を受けた。等

共同生活援助
New

一部効力
の停止

兵庫県
・人格尊重義務
違反

・身体的虐待…夜勤の生活支援員1名が、利用者1名に対し、顔面を2回
殴打するとともに、胴体に頭突きを行なったもの。
・心理的虐待…一部の生活支援員等が利用者に対し、威圧的な言動によ
り心理的圧迫を加え、利用者が自室に閉じこもらざるを得ない状況が日
常的に発生していたもの。

就労継続支援
A型、B型
New

全部効力
の停止
６カ月

兵庫県

・人格尊重義務
違反
・運営基準違反
・障害者虐待防
止法違反

会計処理が適正にできておらず、A型又はB型事業所の利用者に対し令
和5年5月から12月までの8ヶ月の長期にわたり、賃金・工賃の遅配、未
払が発生したため。

※処分理由の詳細等は各処分行政庁のホームページ等を参照してください。 32



５．兵庫県下行政処分実績について
（１）障害福祉サービス事業②

サービス
種別

処分
内容

処分
行政庁

処分理由（理由の内、一部を抜粋）

居宅介護
重度訪問介護
同行援護
移動支援

指定
取消

明石市

・不正請求
・虐待行為
・事実の隠蔽等
の悪質な行為

・サービス提供時間の重複等があったにもかかわらず、不正に介護給付
費等を請求した。

・法人代表自らが利用者へ虐待及び不適切な行為を行っていた。
・過去のサービス提供書類等について、市の点検前に改ざん等を意図し、
法人代表自ら他市事業所に運び出しをしていた。

生活介護
就労継続支援
B型

指定
取消

神戸市 ・不正請求

サービス管理責任者の実務経験要件を満たしていない従業者をサービス
管理責任者として配置し、指定基準に定める人員基準を満たしていない
期間があるにもかかわらず、サービス管理責任者欠如減算を行わず報酬
請求を行っていた。

共同生活援助
一部効力
の停止

神戸市 ・不正請求

サービス管理責任者の実務経験要件を満たしていない従業者をサービス
管理責任者として配置し、指定基準に定める人員基準を満たしていない
期間があるにもかかわらず、サービス管理責任者欠如減算を行わず報酬
請求を行っていた。

※処分理由の詳細等は各処分行政庁のホームページ等を参照してください。 33



サービス
種別

処分
内容

処分
行政庁

処分理由（理由の内、一部を抜粋）

放課後等デイ
サービス

指定
取消

兵庫県 ・虚偽申請
不正の手段（虚偽）による指定申請を行い、申請時から現在に至るまで
常勤専従要件等を満たしておらず、今後も改善が見込めないため。

児童発達支援
放課後等デイ
サービス

指定
取消 尼崎市

・虚偽申請
・不正請求
・虚偽答弁

・新規指定申請時に常勤で配置する予定としていた児童指導員又は保育
士と、非常勤で配置する予定としていた嘱託医について、配置できる
見込みがないことを認識していたにもかかわらず、配置するものとし
て、児童発達支援事業者及び放課後等デイサービス事業者としての指
定を受け、事業を開始した。

・加配職員が配置されていなかったにもかかわらず、児童指導員等加配
加算を不正に算定し、受領した。

・基準上、配置が必要である嘱託医について、指定時以降の期間におい
て、一度も出勤したことがないにもかかわらず、監査における嘱託医
の勤務状況に関する質問に対し、具体的日時や支援内容を回答し、虚
偽の答弁を行った。

５．兵庫県下行政処分実績について
（２）障害児通所支援事業

※処分理由の詳細等は各処分行政庁のホームページ等を参照してください。
34



詳しくは姫路市ホームページ「個別支援計画管理表」を参照
URL https:/www.city.himeji.lg.jp/sangyo/0000002691.html 

６.個別支援計画管理表の運用について

35

令和４年度、５年度の実地指導において個別支援計画未作成減算に該当する事業所が多発したこと
から個別支援計画管理表を作成しました。
事前に各利用者の個別支援計画の同意日、有効期間の開始日及び終了日を記載し、次回の個別支援
計画の同意日の期限を把握するために活用してください。（既に事業所独自のシステム等で管理を
行っている場合は活用の必要はありません。）

令和６年度以降の実地指導において、当該減算に該当する事例が発生した場合は、セルフチェック
の結果を当該管理表に記し、提出いただくことになります。

個別支援計画管理表

・個別支援計画の有効期間の終了日までに次回の個別支援計画の同意を行う必要があります。

・個別支援計画は６か月に１回以上見直しが必要のため（自立訓練・就労移行支援・自立生活援助は、３か月に１回）、

　有効期間の開始日から次回の個別支援計画の同意日までの間が６か月（又は３か月）を超える場合は運営基準違反となります。

開始日 終了日 開始日 終了日 開始日 終了日 開始日 終了日 開始日 終了日

1 A R5.3.20 R5.4.1 R5.4.1 R5.9.30 R5.9.20 R5.9.20 R6.3.19 R6.4.10 R6.3.20 R6.9.19 R6.9.30 R6.9.30 R7.3.29 R7.3.29 R7.3.29 R7.9.28

No 利用者名 契約日

1回目 2回目

同意日
個別支援計画の有効期間

同意日
個別支援計画の有効期間

同意日
個別支援計画の有効期間

4回目 5回目

個別支援計画の有効期間

3回目

同意日
個別支援計画の有効期間

同意日

個別支援計画の有効期間を明記している場合

・個別支援計画に計画期間を明記している場合は、計画

期間は記載内容のとおりとします。

https://www.city.himeji.lg.jp/sangyo/0000002691.html


感染症対策の強化の取組み、業務継続の取組み、令和4年から義務化された虐待防止及び身体拘束の適正化については
姫路市ホームページ「障害福祉サービス等事業の運営における近年義務化された内容について」を参照

URL https:/www.city.himeji.lg.jp/sangyo/0000002691.html 

７．令和６年４月に義務化される事項
（１）概要

36

項目 対象サービス 内容

感染症対策の強化の取組み 全サービス

①委員会の開催
②指針の整備
③研修の実施
④訓練の実施

業務継続の取組み
【業務継続計画未策定減算創設】

全サービス
①業務継続に向けた計画等の策定
②研修の実施
③訓練の実施

安全計画の策定
・全ての障害児通所支援

事業所
・障害児入所施設

①事業所の設備の安全点検
②安全計画の策定
③従業者への研修及び訓練の実施
④従業者及び保護者への周知

送迎車両における
安全装置の設置義務化等

・児童発達支援センター
・児童発達支援
・放課後等デイサービス

①送迎車両に車内の利用児童の見落としを防止する装置
の装備
②利用児童の所在確認

https://www.city.himeji.lg.jp/sangyo/0000001542.html
https://www.city.himeji.lg.jp/sangyo/0000002691.html


姫路市ホームページ「障害児通所支援事業所等における安全計画の策定に関する留意事項等について」を参照
URL https:/www.city.himeji.lg.jp/sangyo/0000002691.html 
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１.安全計画の策定

事業所ごとに、当該事業所の設備の安全点検、従業者、障害児等に対する事業

所外での活動、取組等を含めた事業所での生活その他の日常生活における安全

に関する指導、従業者の研修及び訓練その他指定児童発達支援事業所における

安全に関する事項についての計画（安全計画）を策定し、当該安全計画に従い

必要な措置を講じること。

POINT

下記通知内「事業所安全計画例」、「事業所等が行う児童の安全確保に関する
取組と実施時期例」を活用し、「いつ、何をなすべきか」を整理し、必要な取
組を安全計画に盛り込む。

７．令和６年４月に義務化される事項
（２）安全計画の策定①

・全ての障害児通所支援事業所
・障害児入所施設

https://www.city.himeji.lg.jp/sangyo/0000001542.html
https://www.city.himeji.lg.jp/sangyo/0000002691.html


姫路市ホームページ「障害児通所支援事業所等における安全計画の策定に関する留意事項等について」を参照
URL https:/www.city.himeji.lg.jp/sangyo/0000002691.html 
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２.従業者に対する周知及び研修・訓練の実施

従業者に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練

を定期的に実施すること。

POINT

・常勤職員だけでなく非常勤職員も含め、事業所等の全従業者に受講させる。

・避難訓練は、地震・火災だけでなく、地域特性に応じた様々な災害を想定。

・救急対応の実技講習を定期的に受け、事業所内でも訓練を行う。

・不審者の侵入を想定した実践的な訓練や通報訓練も実施。

７．令和６年４月に義務化される事項
（２）安全計画の策定②

・全ての障害児通所支援事業所
・障害児入所施設

https://www.city.himeji.lg.jp/sangyo/0000001542.html
https://www.city.himeji.lg.jp/sangyo/0000002691.html


姫路市ホームページ「障害児通所支援事業所等における安全計画の策定に関する留意事項等について」を参照
URL https:/www.city.himeji.lg.jp/sangyo/0000002691.html 
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３.保護者に対する安全計画に基づく取組内容等の周知

障害児の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、保護者に対

し、安全計画に基づく取組の内容等について周知すること。

POINT

・児童が家庭で安全を学ぶ機会を確保するよう依頼

（保護者自身が安全に係るルール・マナーを遵守）

４.定期的な安全計画の見直し・変更

定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うこと。

７．令和６年４月に義務化される事項
（２）安全計画の策定②

・全ての障害児通所支援事業所
・障害児入所施設

https://www.city.himeji.lg.jp/sangyo/0000001542.html
https://www.city.himeji.lg.jp/sangyo/0000002691.html
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令和５年４月１日より、送迎時の児童の見落としを防止するため、送迎車
両へブザー等の安全装置の設置が義務付けられた。

〈経過措置〉

令和6年3月31日までの間、安全装置の設置が難しい場合は、車内の安全確
認を実施する等の代替措置を講ずるととして差し支えない。

〈対象となる車両について〉

送迎に使用される自動車のうち、座席（※）が２列以下の自動車を除く全
ての自動車が原則として安全装置の義務付けの対象となる。

※ 「座席」には、車椅子を使用する児童が当該車椅子に乗ったまま乗車するためのスペースを含
む。

・リースや外部委託による自動車も対象

・送迎が時期限定（雨天のみ、夏季休暇のみなど）で実施される場合や、

迎えのみ、送りのみなどの場合も対象

７．令和６年４月に義務化される事項
（３）送迎車両における安全装置の設置義務化等①

・児童発達支援センター
・児童発達支援
・放課後等デイサービス
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７．令和６年４月に義務化される事項
（３）送迎車両における安全装置の設置義務化等②

・児童発達支援センター
・児童発達支援
・放課後等デイサービス



42

７．令和６年４月に義務化される事項
（３）送迎車両における安全装置の設置義務化等③

・児童発達支援センター
・児童発達支援
・放課後等デイサービス
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７．令和６年４月に義務化される事項
（３）送迎車両における安全装置の設置義務化等④

・児童発達支援センター
・児童発達支援
・放課後等デイサービス

〈装備すべき安全装置〉
国土交通省が策定・公表した「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置
のガイドライン」に適合するもの。（装置の詳細については次ページを参照）

各事業所において以下のURLの子ども家庭庁ホームページに掲載されている安
全装置リストを参考に購入する装置を選択すること。（リストの内容は随時更
新される予定。）

子ども家庭庁ホームページ
「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のリストについて」を参照

URL https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/list/

https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/list/
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７．令和６年４月に義務化される事項
（３）送迎車両における安全装置の設置義務化等⑤

・児童発達支援センター
・児童発達支援
・放課後等デイサービス
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７．令和６年４月に義務化される事項
（３）送迎車両における安全装置の設置義務化等⑥

・児童発達支援センター
・児童発達支援
・放課後等デイサービス

確認体制の確立
安全装置の設置に加えて児童の乗車時、降車時に
は点呼等により所在確認を行うこと。
チェックシートなどを活用して送迎時の安全管理
の徹底に取り組むこと。

姫路市障害福祉課ホームページ
「障害児通所支援におけるバス送迎にあたって

の安全管理」を参照
URL https://www.city.himeji.lg.jp/sangyo/0000023125.html

https://www.city.himeji.lg.jp/sangyo/0000023125.html
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この度、業務管理体制の整備に関する手引きを作成
し、自己点検シートを更新しました。
届出に関する事項だけでなく、事業者・法令遵守責
任者の責務、業務管理体制の考えかた等の一連のプ
ロセスについてまとめましたので活用ください。

８．業務管理体制の整備に関すること
手引きの活用について

詳しくは姫路市ホームページ「業務管理体制の整備について」を参照
URL https:/www.city.himeji.lg.jp/sangyo/0000002691.html 

障害福祉サービス事業者等には法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。
業務管理体制の整備とは、指定障害福祉サービス事業者等において、不正事案の発生防止の観点
から、事業運営の適正化を図るための体制が整備されているかどうかを指します。
単に法令遵守責任者の氏名等を行政に届け出ることが目的ではなく、あくまでも法令遵守責任者
が中心となって事業者自らがコンプライアンス（法令遵守）を向上させていくことが本来の目的
です。

https://www.city.himeji.lg.jp/sangyo/0000002691.html


※児者一体で運営されている施設においては、児童福祉法に基づく給付を受けている場合は児童福祉法、障害
者総合支援法に基づく給付を受けている場合は障害者虐待防止法の対象になる。

２４時間受付

電話
０７９－２９４－９１１９

加害者
所在

年齢

在宅
（養護者
・保護者)

福祉施設

企業
学 校
病 院
保育所

障害者総合支援法 児童福祉法

障害福祉
サービス事業所
（入所系、日
中系、訪問系、
ＧＨ等含）

一般相談支援
事業所又は

特定相談支援事
業所

障害児通所
支援事業所

（児童発達支援、
放課後等デイ

等）

障害児
入所施設
等

障害児相談
支援事業所等

18歳未満

・姫路市こども
家庭総合支援室

・児童虐待防止
２４時間ホット

ライン

姫路市障害者虐
待防止センター

姫路市障害者虐
待防止センター

姫路市障害者虐
待防止センター

・児童虐待防止
２４時間ホット

ライン

・適切な権利行
使（都道府県）
※

姫路市障害者虐
待防止センター

県労働局

（姫路市
障害者虐待防止
センター）

施設の長

当該施設の管轄
部署

（姫路市
障害者虐待防止

センター）

18歳以上
65歳未満

姫路市障害者虐
待防止センター

【20歳まで】
姫路市障害者虐
待防止センター

【20歳まで】
児童虐待防止

２４時間ホット
ライン

－

－ －

姫路市こども家庭総合支援室

児童虐待防止２４時間ホットライン
（兵庫県姫路こども家庭センター）

９. 虐待防止について
（１）通報先について

47

平日：９時～１７時

電話 ０７９－２２１－２４３２
ＦＡＸ ０７９－２２１－２４３０
メール
mamoru-fukushinet@city.himeji.lg.jp

姫路市障害者虐待防止センター虐待事案発生所在に基づく通報先について

平日：８時３５分～１７時２０分

電話
０７９－２２１－２９４４
ＦＡＸ
０７９－２４０－５４０７
メール
kodomosoudan@city.himeji.lg.jp

平日夜間：１７時～翌９時、土曜、日曜、祝
日・年末年始

電話 ０８０－８３２８－６２９５
メール
mamoru-fukushinet@docomo.ne.jp

mailto:mamoru-fukushinet@city.himeji.lg.jp
mailto:mamoru-fukushinet@city.himeji.lg.jp
mailto:mamoru-fukushinet@docomo.ne.jp


詳しくは姫路市ホームページ「児童虐待防止啓発リーフレット」を参照
URL https:/www.city.himeji.lg.jp/sangyo/0000002691.html 

９. 虐待防止について
（２）こども家庭総合支援室 児童虐待の早期発見・未然防止について

48

児童虐待防止啓発リーフレットの活用

障害児通所支援事業
障害児相談支援向け

https://www.city.himeji.lg.jp/sangyo/0000002691.html


１０.事業運営における研修の実施について
（１）実地指導における研修に関する指摘

49

実地指導における指摘数

年度 研修に関係する指摘事項
実地指導件数に
対する発生比率

期間

令和５年度 ３４件 ４８．６％ 令和５年５月から令和５年１２月までの実績

令和４年度 ２４件 ３３．８％ 令和４年６月から令和５年３月までの実績

※ 同一事業所で研修に関する指摘が複数あった場合も１件としている。

・研修記録について開催日時、場所、参加者等の記載がなく、記録として不十分だった。

改善点→各従業者へ研修の機会を確保できたことが分かる詳細な記録を残す必要がある。

・研修は実施していたが、事業所内での情報共有をしていなかった。

改善点→研修に参加できなかった従業者への周知が必要。資料回覧等により別途周知した場合は

確認者や確認日が明確になるような記録を残すこと。

実地指導における良くある指摘内容



詳しくは姫路市ホームページ「障害福祉サービス等事業の運営における研修の実施について」を参照
URL https:/www.city.himeji.lg.jp/sangyo/0000002691.html 

１０.事業運営における研修の実施について
（２）研修の実施に関する資料の活用について

50

指定時に事業者に求める指定時研修の資料として「障害福祉サービス
等事業の運営における研修の実施について」を作成。既存事業所にお
いても活用ください。

研修の実施に関する資料

第42条
２ 指定事業者等は、その提供する障害福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、障
害福祉サービスの質の向上に努めなければならない。

障害福祉サービス事業者等の責務
（障害者総合支援法42条 ※障害児通所支援事業者は児童福祉法第21条の5の18）

研修の目的 ＝ 職員の資質向上を通じてサービスの質を向上させるため

第33条
3 指定事業者等は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

勤務体制の確保等（指定基準省令第３３条第３項 ※障害児通所支援事業者は指定基準省令第38条第3項）

https://www.city.himeji.lg.jp/sangyo/0000002691.html


新年度当初に関係する留意事項（報酬改定以外）



１１．加算届の届出に関すること
（１）介護給付費等の算定に係る届出の提出期限

ア 制度変更のない通常分(単位数が増えるもの)

毎月１５日まで（必着）［翌月から算定］
※ １５日が閉庁日の場合は、直近の前開庁日とします。
※ ４月からの算定分については、既に締切済です。

イ 制度変更のあった加算や前年度実績が必要な基本報酬・加算等について
４月１５日までに提出 ⇒ ４月から算定
４月３０日までに提出 ⇒ ４月から算定
５月 １日以降に提出 ⇒ ６月以降から算定
※ ４月１６日以降の提出は、データの反映が５月以降となるため、翌月請求や

過誤調整が必要となる場合があります。

ウ 福祉・介護職員処遇改善加算（福祉・介護職員等特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算を含む）

加算の算定を受けようとする月の前々月の末日まで
※令和６年6月から福祉・介護職員等処遇改善加算に一本化されます。

算定している加算の「内容」に変更が生じた場合、請求に変更がない場合でも届出が必要です。
52



１１．加算届の届出に関すること
（２）前年度実績が必要な基本報酬、加算について

【前年度実績が必要な基本報酬について】

就労移行支援（就労定着者の状況）、就労継続支援Ａ型（スコア方式）、就労継続支援Ｂ型（平均工賃
月額）、就労定着支援（就労定着率）は、毎年度、前年度実績の報告が必要です。

区分の変更の有無にかかわらず、上記の４事業で前年度実績を算定できる全ての事業所（令和５年４月
１日以前に事業を開始した事業所）は、届出を提出してください。

※ 就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型の令和６年度の基本報酬の算定に当たっては、新型コロナウ
イルス感染症の影響を踏まえた前年度実績を用いない取り扱いが廃止されました。就労移行支援、就労
定着支援については下記のとおりとなります。

【前年度実績が必要な加算について】（例：共同生活援助 夜間支援等体制加算）

変更がない場合の届出は不要ですが、各事業所において加算の算定要件を満たしていることを確認し
てください。（報酬改定における要件の変更に注意）

53

サービス 実績算出の考え方 令和５年度の取り扱い 令和６年度の取り扱い

就労移行支援 過去２年間の就労定着率の実
績を踏まえて評価

①令和３年度及び令和４年度（通常）
②平成３０年度及び令和元年度（特例）

①令和３年度、令和４年度及び令和５年度（通常）
②平成３０年度及び令和元年度（特例）

就労定着支援 過去３年間の支援機関の就労
定着率の実績を踏まえて評価

①令和２年度、令和３年度及び令和４年度（通常）
②平成３０年度及び令和元年度（２年間）特例

①令和３年度、令和４年度及び令和５年度
②平成３０ 年度及び令和元年度（２年間）特例



１１．加算届の届出に関すること
（３）令和６年度福祉・介護職員処遇改善加算等の届出について

〇令和6年度の報酬改定で福祉・介護職員処遇改善加算等は一本化され、「福祉・介護職員等処遇改善加算」となります。新加算
は令和６年6月から適用となり、令和6年4月、5月については既存の処遇改善加算等での対応となります。（新加算については別
途案内予定）

54

区分 提出期限 提出先・提出方法

令和5年度から引き続
き同様の区分で加算
を受ける場合

令和6年4月15日までに提出
【令和6年度当初の特例】

原則電子申請で提出（別紙様式2福祉・介護職員処遇改
善計画書）
詳細は姫路市ホームページでお知らせします。
URL https://www.city.himeji.lg.jp/sangyo/0000003243.html

・加算の区分が変わ
る場合
・新規に加算を算定
する場合

令和6年4月、5月から変更後の（新規に）加
算の算定を受けようとする場合は次のとおり。
令和6年4月15日までの届出：4月から算定
【令和6年度当初の特例】

原則郵送で提出（別紙様式2福祉・介護職員処遇改善計
画書、様式第5号介護給付費等の算定に係る体制等に関
する届出書、様式第5号別紙1-1介護給付費等の算定に
係る体制等状況一覧表を提出）

令和6年6月以降に変更後の（新規に）加算の
算定を受けようとする場合は、
算定を受けようとする月の前々月末日

〇令和５年度福祉・介護職員処遇改善加算等実績報告書について

提出期限：令和６年７月３１日（水）（必着）※提出書類については、後日、ホームページに掲載します。

〇令和6年4月、5月分、既存処遇改善加算等の届出提出期限

https://www.city.himeji.lg.jp/sangyo/0000003243.html


情報の入力に際し、未入力項目等が多く見受けられます。以下の点に注意して入力してください

・「ある」「なし」を選択する項目でどちらも選択されていない。

・決算資料（事業活動計算書、資金収支計算書、貸借対照表）が添付されていない。
→生産活動を行っている事業所は必ず添付してください。

１２．その他留意事項
（１）情報公表制度

利用者の個々のニーズに応じた事業者等の選択や事業所等における適正なサービス提供の推進を目的
に、ＷＡＭーＮＥＴで全国の各事業所の情報が公表されています。

事業所（当該年度の新規指定事業所に係るものを除く）は、毎年５～7月に障害福祉サービス等情報を
指定権者に報告することとなっていますので、情報公表システムから承認申請をしてください。

令和6年度報酬改定にて利用者への情報公表、災害発生時の迅速な情報共有、財務状況の見える化の推
進を図る観点から、障害福祉サービス等情報公表システム上、未報告となっている事業所に対する「情
報公表未報告減算」（100分の５又は10に相当する単位数を減算）が創設されます。

ログインID・パスワードが分からない場合
・ログインID・パスワードは指定時に届出された法人のメールアドレス宛にシステムから送信されています。
・ログインIDの確認がしたい場合は必ずメールにてお問い合わせください。電話での回答は致しかねます。
・法人のメールアドレスを変更されている場合はメールでのお問い合わせ時に合わせてお知らせください。

55



１２．その他留意事項
（２）前年度平均利用者数について（訪問系の事業所を除く）

前年度平均利用者数について、適切な算定を行っていない事業所が多く見受けられます。
前年度平均利用者数は、人員基準配置上の従業者数の算出や加算算定用の数値として使用
しますので適切に算定してください。

特に新たに事業を開始（再開）又は、定員の変更があった場合の算出方法は、煩雑になり
ますのでご留意ください。

「【添付書類１】補足資料 前年度平均利用者数の算定（考え方）について」を

姫路市ホームページ「障害福祉サービス等の指定申請書・届出書等の様式集」に
掲載しています。詳しくはこちらをご確認ください。

https://www.city.himeji.lg.jp/sangyo/0000023784.html

56

https://www.city.himeji.lg.jp/sangyo/0000023784.html


１２．その他留意事項
（３）障害児通所支援事業所における加算について（再周知）

57

令和５年１２月１日に各事業所へ通知したとおり、児童指導員等加配加算（他の加配加算も同
様）の加配の常勤換算の考え方について、令和６年度より従来の運用を見直すことといたしまし
た。令和６年４月１日以降は下記の運用はできませんので、ご注意ください。
詳細については、令和５年１２月１日「加配加算に関する運用見直しについて（通知）」又は
「令和５年度障害福祉サービス事業者等集団指導（指定・指導監査関係）」の資料をご確認くだ
さい。

〇従来の児童指導員等加配加算の加配の常勤換算の考え方について

【例示：定員１０人の事業所の場合の人員基準】

人員基準①：１人は常勤で配置
人員基準②：サービス提供時間を通じて２人を配置

人員基準①の常勤職員１人以外の人員基準②の従業者についてサービス提供時間を除いた

営業時間帯の勤務時間を、児童指導員等加配加算の常勤換算数に加えることができます。

ただし、日ごとでサービス提供時間内に勤務していない職員については、当該加算の常勤

時間数に加えることはできません。

R６.３.３１で廃止



１２．その他留意事項
（４）生活介護事業所における医師配置について（再周知）

58

令和５年１２月１日に各事業所へ通知したとおり、令和6年度（令和６年４月１
日）以降は生活介護事業所又は生活介護を行う障害者支援施設における人員基
準上の医師配置について、どの程度の勤務実態をもって医師を配置していると
判断されるかの基準を「医師が健康管理や相談、診療等のため毎月1回以上の
勤務を行っていること。」とします。

詳細については、令和５年１２月１日「人員基準上の医師配置について（通
知）」又は「令和５年度障害福祉サービス事業者等集団指導（指定・指導監査
関係）」の資料をご確認ください。

注意！
・報酬算定に関する届出について
医師未配置減算に該当する場合は令和６年３月３１日までに介護給付費等算定
に係る体制等に関する届出書を提出すること。



１３．事務連絡
（１）事業所メールアドレスについて

・事業所あての連絡・通知等は、原則としてメールを使用していますので、事業所において
アドレスを変更した場合は、遅滞なくその旨を届け出てくださいますよう、お願いいたしま

す。

※登録アドレスに送信したところ、返戻となる事例が散見されます。

・日常の業務において、適宜受信メールをチェックしてくださいますよう、お願いいたします。

電話番号・ファクス番号・電子メールアドレスの変更については、姫路市ホームページ
「障害福祉サービス等の指定申請書・届出書等の様式集」に様式をアップロードして
いますので、ご活用ください。
https://www.city.himeji.lg.jp/sangyo/0000023784.html
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https://www.city.himeji.lg.jp/sangyo/0000023784.html


障害福祉サービス等の指定申請書・届出書等の様式集
※障害福祉サービス事業者、障害児通所支援事業者等が事業所の指定申請、

指定変更等を行う際に使用する書類の様式を公開しています。

https://www.city.himeji.lg.jp/sangyo/0000023784.html

１３．事務連絡
（２）姫路市からの情報発信（ホームページ）
姫路市では、障害福祉サービス等事業者向けの情報を、下記のホームページ上で発信していま
す。
届出の様式をはじめ、制度改正に関すること等の情報を掲載していますので、ご確認ください。

障害福祉サービス事業（障害児相談支援を含む）、障害児通所支援事業の届出関係

※ 新規指定・指定更新、変更・休止・廃止等を行う場合の届出について掲載しています

https://www.city.himeji.lg.jp/sangyo/0000002509.html

障害福祉サービス事業（障害児相談支援を含む）、障害児通所支援事業に関するお知らせ

※ 障害福祉サービス事業者等に関する情報を掲載しています

https://www.city.himeji.lg.jp/sangyo/0000003111.html
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ご清聴ありがとうございました
受講報告書を提出してください
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受講報告書の回答をもって、事業者説明会を受講していただいた
ことを確認します。報告書の提出のない事業所は翌年度以降の実
地指導の優先対象として考慮いたします。
事業者説明会の受講報告書の回答フォームには、こちらからご確
認ください。

https://www.e-hyogo.elg-front.jp/hyogo/uketsuke/form.do?id=1709108313895

